
10-4.別表「品質管理基準及び規格値」（処理場・抽水所施設工事）

  孔内水位、安定液の有効性試験

　外　　観 　目視による。

　形状・寸法

　外　　観 　目視による。

◎

　形状・寸法

　性能検査

　外　　観 　目視による。

◎ 　形状・寸法

　材料試験

　曲げ試験

連

続

地

中

壁

工

（

壁

式

）

◎

◎

　材料検査
　（化学成分・機械的性質）

管 理 項 目 試 験 方 法

形鋼・鋼板及びコンクリート、鉄筋は、共通（鋼材・コンクリート工・鉄筋
工）による。
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写 真 管 理

基 準

「同左」

(1)外観検査

(1)外観検査

(1)外観検査の結果
は、「品質管理報告
書」に収録する。

(2)検査の記録、「規
格証明書」等は、「品
質管理報告書」に収録
する。

(1)孔内水位の測定の
記録は、「連続地中壁
工事施工報告書」に収
録する。

(2)有効性試験の記録
は「連続地中壁工事施
工報告書」に収録す
る。

(1)外観検査は、全数について
行う。その他は、監督職員の
指示により行う。

(2)検査の記録、 「規
格証明書」等は、「品
質管理報告書」に収録
する。

(2)検査の記録、「規
格証明書」等は、「品
質管理報告書」に収録
する。

(1)外観検査の結果
は、「品質管理報告
書」に収録する。

(1)外観検査の結果
は、「品質管理報告
書」に収録する。

　 使用上、有害な欠陥
　（ひび割れ・損傷など）
　 が無いこと。

(財)日本建築センターの評
定又は評価基準

(社)コンクリートパイル建
設技術協会の評価基準に適
合すること。

管 理 方 法

入荷状況、保管状況、
外観検査状況等につい
て撮影する。

入荷状況、保管状況、
外観検査状況等につい
て撮影する。

管 理 基 準 規 格 値

(2)形状・寸法及び材料等
　 はＪＩＳ　Ａ　５５２５
 　ＪＩＳ　Ａ　５５２６の
 　規格に適合すること。

(2)形状・寸法及び材料等は、
「規格証明書」（品質を含
む）又は「試験成績表」を提
出する。

(1)外観検査は、全数について
行う。その他は、監督職員の
指示により行う。

(2)形状・寸法及び性能等は、
「規格証明書」（品質を含
む）又は「試験成績表」を提
出する。

孔内水位の測定状況、
有効性試験の状況等に
ついて適宜撮影する。

(1)孔内水位は各エレメント毎
に測定する。

(2)有効性試験（ろ水量試験、
粘性試験、比重試験、マット
フィルム試験、ＰＨ試験、砂
分率試験）は定期的に行う。

入荷状況、保管状況、
外観検査状況等につい
て撮影する。

　 使用上、有害な欠陥
　 （変形など）が無いこ
   と。

(1)外観検査は、全数について
行う。
その他は、監督職員の指示に
より行う。

(2)形状・寸法及び性能等は
ＪＩＳ　Ａ　５３７２、Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７３の規格
に適合すること。

(2)形状・寸法及び性能等は、
「規格証明書」（品質を含
む）又は「試験成績表」を提
出する。
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管 理 項 目 試 験 方 法
区
分

工
種

種
別

管理
区分

　共通（セメント）による。

　外観検査 　ＪＩＳ　Ａ　５５２５

（円周溶接部の目違い）

　外観検査 　目視による。

◎

　超音波探傷試験 　ＪＩＳ　Ｚ　３０６０

　浸透探傷試験 　ＪＩＳ　Ｚ　２３４３

　（溶剤除去性染色浸透探傷試験）

　根固め液及び杭周固定液の圧縮強度 　ＪＩＳ　Ａ　１１０８

　（コンクリートの圧縮強度試験）

　支持力試験 　杭の載荷試験
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写 真 管 理

基 準
管 理 方 法管 理 基 準 規 格 値

「同左」

圧縮強度(N/㎜2)
・根固め液

20以上

・杭周固定液

0.5以上

設計図書の定めによる。

各工程毎に溶接状況、
外観検査状況等につい
て撮影する。

試験の結果は、「杭載
荷試験報告書」に収録
する。

外観検査の結果は、
「外観検査結果報告
書」に収録する。

※上杭と下杭の外周長
の差で表す。
（許容値×π以下）

各工程毎に溶接状況、
外観検査状況等につい
て撮影する。

外観検査の結果は、
「外観検査結果報告
書」に収録する。

検査状況等を撮影す
る。

１回の試験の供試体の数は３
個とする。

  供試体は土木学「ＰＣ設
　計施工指針」のブリージ
　ング率及び膨張率試験方
　法案による。

外径700㎜未満:許容値2mm以下

外径700㎜以上1016mm以下:
許容値3mm以下

外径1016㎜を超え2000mm以下:
許容値4mm以下

(1)本杭で継手のない場合は、
30本毎又はその端数につき１
回行う。

試験状況等について撮
影する。

溶接部の割れ・ﾋﾟｯﾄ、ｱｯﾀｰ
ｶｯﾄ、ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ、ｻｲｽﾞ不
足、溶け落ちが無いこと。

検査は、突合せ溶接線(溶接長
さ)の10％以上について行う。

(社)日本非破壊検査協会（超
音波検査）の認定技術者が行
う。

ＪＩＳ　Ｚ　３０６０の３
類以上

溶接継手部の全数について溶
接前、溶接中、溶接後の各工
程毎に行う。

検査の結果は、「非破
壊検査報告書」に収録
する。

検査状況等を撮影す
る。

試験の結果は、「杭基
礎工事報告書」に収録
する。

われ及び有害な欠陥がない
こと。

検査の結果は、「非破
壊検査報告書」に収録
する。

載荷試験状況等につい
て撮影する。

(2)本杭で継手のある場合は、
20本毎又はその端数につき１
回行う。

原則として全溶接箇所で行
う。ただし、施工方法や施工
基準等から全数量の実施が困
難な場合は現場状況に応じた
数量とすることができる。
なお、全溶接箇所の10％以上
は、（社）日本非破壊検査協
会（浸透検査）認定技術者が
行わなければならない。

試験箇所は杭の全周とする。
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管 理 項 目 試 験 方 法
区
分

工
種

種
別

管理
区分

　コンクリート・鉄筋は共通（コンクリート工・鉄筋工）による。

○

　支持力試験 　杭の載荷試験
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事

　安定液等の孔内水位、
　安定液の有効性試験

○
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写 真 管 理

基 準
管 理 方 法管 理 基 準 規 格 値

「同左」

設計図書の定めによる。

(2)有効性試験（比重、粘性、
ろ過水量、ＰＨ、砂分）は杭
毎に又は１日に１回測定す
る。

(1)孔内水位については杭毎に
必要に応じて測定する。

載荷試験状況等につい
て撮影する。

試験の結果は、「杭載
荷試験報告書」に収録
する。

測定・試験結果は「杭
基礎工事報告書」に収
録する。

測定状況等について撮
影する。
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　原　　管

　ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１の規定による

　内　　装

　外　　観 　目視による。

　形状・寸法

◎

外　　装 　ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１の規定による

　水圧試験 　管路水圧試験とする。

　試験水圧は、常用水圧とする。

（常用水圧＝静水圧＋水撃圧／1.25）
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写 真 管 理

基 準

〔外装の外観検査〕

(2)検査項目及び判定基準は次のとおり。

判定基準
クラック クラックがないこと。

湯　　境 湯境がないこと。

有害なひび割れは、ないこと。

規 格 値

ﾓﾙﾀﾙ
　ﾗｲﾆﾝｸﾞ

管 理 基 準

(1)外観検査は、全
数について行う。

(2)原管、内装、外
装における形状・寸
法は(社)日本下水道
協会発行の「検査証
明書」 の写しによ
る。

　圧力測定は自動
　記録計により測
　定する。

試験の記録は、「品
質管理報告書」に収
録する。

(1)監督職員の指示
により試験を行う。

管 理 方 法

(1)５本を１ロット
として、管の入荷状
況、保管状況、外装
の外観検査状況等に
ついて撮影する。

異物の混入塗りむらなどが
なく、均一な塗膜であるこ
と。

塗　　装

(1)日本下水道協会「認定標章」の表示が
　 あること。

検査項目

(1)「品質管理報告
 　書」を作成し、
   外観検査の結果
   を収録する。

鋳　　巣

(2)(社)日本下水道
協会発行の「検査証
明書」の写しは、
「品質管理報告書」
に収録する。

(2)(社)日本下水道
協会の認定標章及び
規格番号等を撮影す
る。

完

　
成

　
管

管の受け口内面にモルタル
が付着していないこと。

表面は、実用的に滑らかで
あること。

原

管 手直しの範囲を超えるもの
は不可とする。

(2)加圧後24時間の
管路異常の確認及び
圧力測定を行う。

試験状況を撮影し工
事写真帳に収録す
る。

24時間後の実測圧力値が試験水圧の70％
以上であること。
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添28‐168

区
分

工
種

種
別

管理
区分

管 理 項 目 試 験 方 法

　外　　観 　目視による。

　形状・寸法 　(社)日本下水道協会

　下水道用資器材Ⅰ類の規定による。

　　ＪＩＳ　Ｇ　３４４３

　　ＪＩＳ　Ｇ　３４５１

◎ 　成分・機械的性質

　非破壊又は水圧

　塗　　装

　外　　観

　形状・寸法

◎

　性　　能

　防食材料 　下水道コンクリート構造物の腐食抑制

◎ 　技術及び防食技術指針・同マニュアル

　外観検査 　下水道コンクリート構造物の腐食抑制

◎ 　技術及び防食技術指針・同マニュアル
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　下水道用硬質塩化ビニル管は、
　管路施設工事（管布設工（開削））
　の規定に準ずる。
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写 真 管 理

基 準
規 格 値管 理 基 準 管 理 方 法

〔外観検査〕

(2)検査項目及び判定基準は次のとおり

判定基準

(2)形状・寸法、成
分、機械的性質等
は、(社)日本下水道
協会発行の「検査証
明書」の写しによ
る。

(1)「品質管理報告
書」を作成し、外観
検査の結果を収録す
る。

外観検査の記録は、
「品質管理報告書」
に収録する。

完

成

管

(1)外観検査は、全
数について行う。

(3)下水道用硬質塩
化ビニル管は、管路
施設工事（管布設工
（開削））の規定に
準ずる。

実用的に
真っ直ぐ

検査項目

両端は管
軸に対し
て直角

実用的に、両端面は管軸に
対して直角であること。

原

管

(1)日本下水道協会「認定標章」の表示が
あること。

(2)(社)日本下水道
協会発行の「検査証
明書」の写しは「品
質管理報告書」に収
録する。

(2)形状・寸法及び
性能等は、「検査成
績表」等を提出す
る。

有害な欠
陥

はなはだしい接合部目違
い、アンダーカット、溶接
ビードの不整がないこと。

(1)管の入荷状況、
保管状況、外観検査
状況等について撮影
する。

(2)(社)日本下水道
協会の認定標章及び
規格番号等を撮影す
る。

(1)外観検査は、全
数について行う。

(1)外観検査の検査項目及び判定基準は
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１の規格に準ずる。

塗装及び
塗覆装

管によく密着し、実用上平
滑で、有害なふくれ、へこ
み、しわ、たれ、突部、異
物の混入などがないこと。

実用的に真っ直ぐであること

鋼面が平滑に仕上がってい
ること。

仕上げ良
好

外観検査状況等につ
いて撮影する。

管の入荷状況、保管
状況、外観検査状況
等について撮影す
る。

外観検査は、全数に
ついて行う。

(1)「品質管理報告
書」を作成し、外観
検査の結果を収録す
る。

材料の品質・規格証
明を提出する。

「品質・規格証明
書」は「使用材料品
質等証明書」に添付
し、整備・保管す
る。

　下水道用硬質塩化ビニル管は、
　管路施設工事（管布設工（開削））
　の規定に準ずる。 (2)「検査成績表」

又は(社)日本下水道
協会発行の「検査証
明書」の写しは、
「品質管理報告書」
に収録する。
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区
分

工
種

種
別

管理
区分

管 理 項 目 試 験 方 法

　接着強さ 　下水道コンクリート構造物の腐食抑制

　技術及び防食技術指針・同マニュアル

◎

　被覆層の厚さ 　下水道コンクリート構造物の腐食抑制

　技術及び防食技術指針・同マニュアル

　外　　観

　形状・寸法

　材料試験

　溶接部の検査は共通（鋼溶接部の検査）による。
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写 真 管 理

基 準
規 格 値管 理 基 準 管 理 方 法

ＪＩＳ　Ａ　５５２８

ＪＩＳ　Ａ　５５３０

の規格に適合すること。

「同左」

前項「接着強さ」の
規定に準ずる。
また、試験体は前項
のものを使用しても
よい。

試験の記録は、「品
質管理報告書」に収
録する。

試験状況等について
撮影する。

1個の試験値は 4側面の読み取り値の平
均値とし、結果の判定は3個の試験値の
平均値が規格値以上を合格とする。

試験状況等について
撮影する。

３個の試験値の平均が1.5N/㎜2以上
を合格とする。

試験の記録は、「品
質管理報告書」に収
録する。

矢板の入荷状況、保
管状況、外観検査状
況等について撮影す
る。

(2)規格証明書（品
質を含む）を提出す
る。

(1)外観検査は、全
数について行う。
その他は監督職員の
指示により行う。

ただし、いずれの試験値も1.2N/㎜2

以下のものがあってはならない。

１箇所につき、近接
した位置で３個の試
験体とする。

原則として、槽毎に
施工面積 500㎡につ
き１回行う。ただ
し、試験箇所の指定
は監督職員が行うも
のとする。また、小
規模の槽が多数の場
合等は監督職員との
協議による。

(1)外観検査の結果
は、「品質管理報告
書」に収録する。

(2)「規格証明書」
等は「使用材料品質
等証明書」に添付
し、整備・保管す
る。

ただし、いずれの試験値も規定値の2/3
以下のものがあってはならない。
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区
分

工
種

種
別

管理
区分

管 理 項 目 試 験 方 法

　適性試験 　ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ設計・施工基準、同解説

　確認試験 　ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ設計・施工基準、同解説

　塗料の成分

◎ 　ＪＩＳ　Ｋ　５６００

　塗膜の性能試験

　外　　観

　形状・寸法

◎

　品質検査

　外　　観

　形状・寸法

　品質検査

ア

ン

カ

ー

工

（

グ

ラ

ン

ド

ア

ン

カ

ー

）

処

理

場

・

抽

水

所

施

設

工

事

そ
の
他
（

グ
レ
ー

チ
ン
グ
・
手
摺
り
工
）

施

工

◎

材

料

そ
の
他
（

越
流
せ
き
板
工
）

材

料

塗

装

工

材

料

◎
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写 真 管 理

基 準
規 格 値管 理 基 準 管 理 方 法

設計荷重に対して十分に安全であること。

②　その他のｱﾝｶｰ

設計図書等の定めによる。

(2)材料の品質・規
格証明書を提出す
る。

　計画最大試験荷
　重まで載荷する。

(1)外観検査の結果
は、「品質管理報告
書」に収録する。

　初期荷重は計画
　最大試験荷重の
　約 0.1倍とし、
　計画最大試験荷
　重までの載荷と
　初期荷重までの
　除荷を行う。

原則として５％かつ
３本以上行う。

設計荷重に対して十分に安全であるこ
と。

試験状況等について
撮影する。

試験状況等について
撮影する。

試験の記録は、「品
質管理報告書」に収
録する。

全本数について行
う。

①　10本毎に１本
　　ｱﾝｶｰ

入荷状況、保管状
況、外観検査状況
等について撮影す
る。

製造会社の｢試験成
績表｣を提出する。

(1)外観検査は、全
数について行う。
その他は監督職員の
指示により行う。

(２)「品質・規格証
明書」等は「使用材
料品質等証明書」に
添付し、整備・保管
する。

「試験成績表」等は
「使用材料品質等証
明書」に添付し、整
備・保管する。

設計図書の規格に適合すること。

試験の記録は、「品
質管理報告書」に収
録する。

入荷状況、保管状
況、外観検査状況
等について撮影す
る。

(2)製造者のカタロ
グ又は、形状・寸法
等を明示する資料
（タワミ量等）及び
材料の品質・規格証
明書を提出する。

(1)外観検査の結果
は、「品質管理報告
書」に収録する。

(1)外観検査は、全
数について行う。
その他は監督職員の
指示により行う。

(2)「規格証明書」
等は「使用材料品質
等証明書」に添付
し、整備・保管す
る。
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